
平成24年1月1日以降の契約より、左表のように生
命保険料控除に「介護医療保険料控除」が新設さ
れ、従来の「一般生命保険料控除」「個人年金保険

料控除」を加えた3枠による制度に変更されます。
ただ、平成23年12月31日以前に契約した生命保険
でも、更新をしたり、一定の特約を途中でつけると新

制度の適用に変わる場合があります。
例えば、死亡保険と医療保険に加入している場合、
医療保険に月額保険料数百円の特約を付けること

で、下記の様に4万円所得控除が増えますので、
税率によっては保障が増えて、税金と保険料を合わ
せると負担額が減る可能性があります。

旧 制 度 （ 2 0 1 1年 1 2月 3 1日 以 前 始 期 契 約 ）

全体の適用限度額　 （所得税　 10万円）

（住民税　  7万円）

●　一般生命保険料控除

適用限度額 （所得税　  5万円）

（住民税　 3.5万円）

● 個人年金保険料控除

適用限度額 （所得税　  5万円）

（住民税　 3.5万円）

新 制 度 （ 20 1 2年 1月 1日 以 降 始 期 契 約 ）

全体の適用限度額　 （所得税　12万円）

（住民税　 7万円）

●　一般生命保険料控除

適用限度額 （所得税　 4万円）

（住民税　2.8万円）

●　介護医療保険料控除

適用限度額 （所得税　 4万円）

（住民税　2.8万円）

● 個人年金保険料控除

適用限度額 （所得税　 4万円）

（住民税　2.8万円）

● その他保険料

生命保険料控除の対象外となる特約等
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所得控除をしっかり活用できていますか？

生命保険料控除の新設と活用法
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◎ 確定申告 簡易スケジュール表

最大650万円超 の控除を受けることができます。

特に⑦については、今年10月から3年間限定のもので、過去10年間分の保険料
を支払うことができるようになりました。年内に支払った分であれば、今年の所得
税申告の際に控除することが可能です。 是非、ご検討下さい。

詳しい内容は

こちらをご覧ください。 検索 サイトウアソシエイツ

① 小規模企業共済 本人加入 最大 84万円
② 小規模企業共済 専従者も加入 最大 84万円
③ 倒産防止共済加入 最大 240万円
④ 国民年金基金 or 確定拠出年金 最大 81.6万円
⑤ 税制適格特約付き個人年金保険 最大 4万円
⑥ 改正生命保険料控除 最大 ８万円
⑦ 過去１０年以内の未納の国民年金納付 １７０万円超

10月

初旬

中旬
生命保険料控除証明書が各生命保険会社より届く

地震保険料控除証明書が各生命保険会社より届く

下旬 住宅借入金等特別控除申告のための残高証明書が金融機関より届く

11月

初旬 国民年金保険料控除証明書が日本年金事務所より届く

中旬

国民年金基金証明が各基金より届く

小規模企業共済等掛金控除が独立行政法人中小企業基盤整備機構より届く

下旬

12月

初旬
中旬

下旬

給与所得の源泉徴収票を勤め先より受け取る

支払調書を受け取る

退職所得の源泉徴収票（退職時に受け取る）

1月

初旬

中旬

国民健康保険料控除証明書が各市区町村より届く（※発行しない市区町村もある）

公的年金の源泉徴収票が年金事務所より届く

年間取引報告書が各証券会社より届く

下旬

医療費領収書 (※１月中を目処にまとめる)

確定申告打合せ

2月

初旬

中旬 ２月１８日（月）確定申告 申告受付開始

下旬

3月

初旬

中旬
３月１５日（金） 確定申告 申告期限

３月１５日（金） 所得税納付書での納付期限

下旬

4月

初旬
４月１日（月） 消費税申告期限

４月１日（月） 消費税納付書での納付期限

中旬
４月２２日（月） 所得税の口座振替納付の場合の振替日

４月２４日（水） 消費税の口座振替納付の場合の振替日

下旬

5月

初旬

中旬

下旬 ５月３１日（金） 所得税延納の納付期限

このあたりで資料
をいただけると

助かります。
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